
この予防接種について標準的な接種期間に達したお子さんは表（1）のとおり、接種をするこ
とをお勧めします。
平成17年5月以降、接種勧奨を差し控えていたことにより、第1期の3回が完了していない
お子さんについては残りの回数を第2期（9歳以上13歳未満）の年齢で定期接種として受ける
ことが可能です。予診票のない方は母子手帳を持参の上、健康推進係へお越しください。

回数 標準的な接種期間

1期初回：2回（6～28日までの間隔で） 3歳に達した時から4歳に達す期間

1期追加：1回（1期初回終了後、おおむね1年後） 4歳に達した時から5歳に達す期間

（表１）

【持ち物】　・予診票　・母子手帳

※町外の医療機関で接種を希望される場合は、町の指定医療機関になっているか事前にご
確認ください。
※今年度、子宮頸がん予防ワクチンの接種も中1～高校1年生および相当年齢の女性に対し、
実施します。詳細は、後日個別に通知します。

問い合わせ先　保健福祉課健康推進係　（32）2554

任意予防接種（ヒブワクチン・小児肺炎球菌ワクチン）の一時的見合わせについて

　ヒブワクチンおよび小児肺炎球菌ワクチンを含む、ワクチン同時接種後の死亡例が報告さ
れました。現在、厚生労働省が因果関係について詳細な調査を実施しています。このような
状況からこの２ワクチンについては、当面の間接種を一時的に見合わせることとしました。
再開につきましては、因果関係等の結果が分かり次第お知らせします。
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４月の主な納税（税金などは納期限までに納めましょう）
納 期 限

５
２
月月曜日曜日

固定資産税（１期分）
保育料（４月期分）
町営住宅使用料（４月分）

個別排水使用料（４月期分）
２・３月使用分

農集排使用料（４月期分）
12・１月使用分

下水道使用料（４月期分）
大口３月使用分・一般２・３月使用分(町営水道区域）
 　　　　　　　一般12・１月使用分（佐久水道区域）

上水道使用料（４月期分）
大口３月使用分・一般２・３月使用分

日本脳炎定期予防接種

医療機関 電話番号 実施曜日 予約方法

井田医院 （32)3845
月～土

（土曜日は正午
までに予約）日曜・祝日を除いた毎日、午前9時～午

後5時30分までに電話で予約をしてく
ださい（水・土曜日は時間が変わるので
注意してください）

佐々木小児科内科医院（32)1117 月～土

（ 水・土曜日は
正午までに予約）宮下内科循環器科

クリニック （31)3033

御代田中央記念病院 （32)4711 月･火･水･金･土･日
木曜・祝日を除いた毎日、午後2時～5
時（土・日曜日は午後3時30分）までに電
話で薬局長に予約をしてください

【町内の実施医療機関】
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